
 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境省及び気象庁から「熱中症警戒アラート」が発令された

ら、署所の事務室入口に「熱中症警戒アラート発令中」であ

ることを表示し、都民のみなさんと消防職員に注意喚起する

ことで、熱中症による救急出場の抑止を図るとともに、災害

出場や消防活動訓練、予防業務等における毎日勤務員の熱中

症予防を呼びかけています。 
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